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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ワイヤレスＬＡＮのアクセスポイントを検出する周期を制御する周期制御手段と、
　前記周期制御手段にて制御された周期にて前記アクセスポイントを検出するアクセスポ
イント検出手段と、
　第三世代移動通信システムを用いた通信中に前記アクセスポイントが検出された場合に
第三世代移動通信システムを用いた通信からワイヤレスＬＡＮを用いた通信に切り替える
切り替え手段と、
　第三世代移動通信システムでの通話開始を検出する通話開始検出手段と、
　を具備し、
　前記周期制御手段は、前記通話開始が検出された場合に、前記通話開始が検出されない
場合に比べて前記周期を短くするように制御する無線通信装置。
【請求項２】
　現在の位置を示す位置情報を取得する位置情報取得手段を具備し、
　前記周期制御手段は、前記通話開始の検出の有無に基づいた前記周期の制御に加えて、
前記位置情報に基づいて前記周期を制御する請求項１記載の無線通信装置。
【請求項３】
　前記周期制御手段は、前記位置情報の位置がワイヤレスＬＡＮを使用できるエリアに所
定距離近づいた位置である場合に、前記エリアに所定距離近づいた位置ではない場合に比
べて前記周期を短くするように制御する請求項２記載の無線通信装置。
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【請求項４】
　セルを識別するための情報である基地局情報を取得する基地局情報取得手段を具備し、
　前記周期制御手段は、前記通話開始の検出の有無に基づいた前記周期の制御に加えて、
前記基地局情報に基づいて前記周期を制御する請求項１から請求項３のいずれかに記載の
無線通信装置。
【請求項５】
　前記周期制御手段は、ワイヤレスＬＡＮが使えるエリアに所定距離近づいたセルを示す
前記基地局情報が取得された場合に、ワイヤレスＬＡＮが使えるエリアに所定距離近づい
たセルを示す前記基地局情報が取得されない場合に比べて前記周期を短くするように制御
する請求項４記載の無線通信装置。
【請求項６】
　第三世代移動通信システムを用いた通信における受信品質を測定する受信品質測定手段
を具備し、
　前記周期制御手段は、前記通話開始の検出の有無に基づいた前記周期の制御に加えて、
前記受信品質が所定の値よりも低い場合に、前記受信品質が所定の値以上の場合に比べて
前記周期を短くするように制御する請求項１から請求項５のいずれかに記載の無線通信装
置。
【請求項７】
　外部の非接触ＩＣカード読み取り装置との間で通信を行う非接触ＩＣカード手段を具備
し、
　前記周期制御手段は、前記通話開始の検出の有無に基づいた前記周期の制御に加えて、
前記非接触ＩＣカード手段と前記非接触ＩＣカード読み取り装置との通信の開始を検出し
た場合に、前記非接触ＩＣカード手段と前記非接触ＩＣカード読み取り装置との通信の開
始を検出しない場合に比べて前記周期を短くするように制御する請求項１から請求項６の
いずれかに記載の無線通信装置。
【請求項８】
　ブルートゥースにより通信を行うことを検出するブルートゥース通信検出手段を具備し
、
　前記周期制御手段は、前記通話開始の検出の有無に基づいた前記周期の制御に加えて、
前記ブルートゥース通信検出手段にてブルートゥースにより通信を行うことを検出した場
合に、前記ブルートゥース通信検出手段にてブルートゥースにより通信を行うことを検出
しない場合に比べて前記周期を短くするように制御する請求項１から請求項７のいずれか
に記載の無線通信装置。
【請求項９】
通信する時に開いた状態にするとともに通信しない時に折り畳んだ状態にする筐体の開い
た状態を検出する開状態検出手段を具備し、
　前記周期制御手段は、前記通話開始の検出の有無に基づいた前記周期の制御に加えて、
前記開いた状態が検出された場合に、前記開いた状態が検出されない場合に比べて前記周
期を短くするように制御する請求項１から請求項８のいずれかに記載の無線通信装置。
【請求項１０】
　セルを識別するための情報である基地局情報を取得する基地局情報取得手段と、
　前記基地局情報に基づいてワイヤレスＬＡＮを起動する起動手段とを具備し、
　前記周期制御手段は、ワイヤレスＬＡＮが前記起動手段にて起動された後に前記周期を
制御する請求項１記載の無線通信装置。
【請求項１１】
　前記起動手段は、ワイヤレスＬＡＮが使えるエリアに所定距離近づいたセルを示す前記
基地局情報が取得された場合にワイヤレスＬＡＮを起動する請求項１０記載の無線通信装
置。
【請求項１２】
　ワイヤレスＬＡＮのアクセスポイントを検出する周期を制御する周期制御ステップと、
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　制御された前記周期にて前記アクセスポイントを検出する検出ステップと、
　第三世代移動通信システムを用いた通信中に前記アクセスポイントが検出された場合に
第三世代移動通信システムを用いた通信からワイヤレスＬＡＮを用いた通信に切り替える
切替ステップと、
　第三世代移動通信システムでの通話開始を検出する検出ステップと、
　を具備し、
　前記周期制御ステップは、前記通話開始が検出された場合に、前記通話開始が検出され
ない場合に比べて前記周期を短くするように制御するハンドオーバ方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信装置及びハンドオーバ方法に関し、特にＷＣＤＭＡ（Wideband Cod
e Division Multiple Access）等の第三世代移動通信システムを用いた通信からワイヤレ
スローカルエリアネットワーク（以下「ＷＬＡＮ」と記載する）を用いた通信にハンドオ
ーバする無線通信装置及びハンドオーバ方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、第４世代移動通信システムへの移行技術として、現在の第三世代移動通信システ
ムとＷＬＡＮとを融合させて、第三世代移動通信システムの有する広範囲に及ぶ通信エリ
アと、ＷＬＡＮシステムの持つ広帯域のアクセスとをユーザに提供する３Ｇ／ＷＬＡＮイ
ンターワーキング技術が注目されている。そして、３Ｇ／ＷＬＡＮ間の異なる無線アクセ
ス方式をユーザが意識することなく移動することを可能にするシームレス・ハンドオーバ
技術が提案されている（例えば、非特許文献１）。
【０００３】
　第三世代移動通信ネットワークにおいてサービスを受けている通信端末装置が、ＷＬＡ
Ｎエリアに移動することにより、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを
用いた通信に切り替える処理であるハンドオーバする場合に、通信端末装置は、ハンドオ
ーバの前にＷＬＡＮのアクセスポイントを検出する。図１９は、従来のアクセスポイント
検出周期を示す図である。なお、図１９において、横軸は時間を示す。図１９より、通信
端末装置は、ＦＯＭＡ（登録商標）通話等の第三世代移動通信システムで通信中に、一定
の周期Ｔ１０にてアクセスポイントの検出を行う。通信端末装置は、時刻ｔ１にＷＬＡＮ
エリア内に移動することにより、時刻ｔ２にアクセスポイントを検出する。通信端末装置
は、アクセスポイントを検出することにより、時刻ｔ３にて、ハンドオーバを行う。そし
て、ハンドオーバ後の時刻ｔ３以降には、通信端末装置は、第三世代移動通信システムを
用いた通話を停止して、ＷＬＡＮを用いた通話を行う。ＷＬＡＮエリア内に移動した時刻
ｔ１からハンドオーバする時刻ｔ３までの時間が、ハンドオーバ時間である。なお、通信
端末装置は、時刻ｔ３以降のＷＬＡＮにて通話中にはアクセスポイントの検出は行わない
。
【非特許文献１】Apostolis K. Salkintzis, Chad Forsand Rajesh Pazhyannur, “WLAN-
GPRS integration for next-generation mobile data networks”, IEEE Wireless Commu
nications, vol.9, no.5 October 2002, pp.112-124
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、従来の装置においては、通信端末装置のＷＬＡＮのエリアに対する位置
とは関わりなく、同一の周期Ｔ１０にてアクセスポイントの検出を行うので、アクセスポ
イントの検出が遅れるという問題がある。その結果、ハンドオーバ処理を開始するタイミ
ングが遅れるので、ハンドオーバ時間が長くなるという問題がある。また、ハンドオーバ
処理を開始するタイミングが遅れるために、第三世代移動通信システムで通話中に地下鉄
の駅の構内等のＷＬＡＮしか使用できないエリアに移動した際に、接続が切断されてしま
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うという問題がある。また、従来の装置においては、ＷＬＡＮを用いた通信と第三世代移
動通信システムを用いた通信との両方が可能な場合に、第三世代移動通信システムから、
第三世代移動通信システムよりも通話料金の安いＷＬＡＮへのハンドオーバが遅れるので
、通話料金が割高になるという問題がある。
【０００５】
　本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、ＷＬＡＮのアクセスポイントを早期に
検出することができることにより、ハンドオーバ時間を短くすることができるとともに通
話中に接続が切断されてしまうことを防ぐことができ、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に
切り替えることができるので、通話料金を安価にすることができる無線通信装置及びハン
ドオーバ方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の無線通信装置は、ワイヤレスＬＡＮのアクセスポイントを検出する周期を制御
する周期制御手段と、前記周期制御手段にて制御された周期にて前記アクセスポイントを
検出するアクセスポイント検出手段と、第三世代移動通信システムを用いた通信中に前記
アクセスポイントが検出された場合に第三世代移動通信システムを用いた通信からワイヤ
レスＬＡＮを用いた通信に切り替える切り替え手段と、第三世代移動通信システムでの通
話開始を検出する通話開始検出手段と、を具備し、前記周期制御手段は、前記通話開始が
検出された場合に、前記通話開始が検出されない場合に比べて前記周期を短くするように
制御する構成を採る。
【０００７】
　本発明のハンドオーバ方法は、ワイヤレスＬＡＮのアクセスポイントを検出する周期を
制御する周期制御ステップと、制御された前記周期にて前記アクセスポイントを検出する
検出ステップと、第三世代移動通信システムを用いた通信中に前記アクセスポイントが検
出された場合に第三世代移動通信システムを用いた通信からワイヤレスＬＡＮを用いた通
信に切り替える切替ステップと、第三世代移動通信システムでの通話開始を検出する検出
ステップと、を具備し、前記周期制御ステップは、前記通話開始が検出された場合に、前
記通話開始が検出されない場合に比べて前記周期を短くするように制御するようにした。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ＷＬＡＮのアクセスポイントを早期に検出することができることによ
り、ハンドオーバ時間を短くすることができるとともに通話中に接続が切断されてしまう
ことを防ぐことができ、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に切り替えることができるので、
通話料金を安価にすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。
【００１０】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る無線通信装置１００の構成を示すブロック図であ
る。無線通信装置１００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００１１】
　無線通信装置１００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を行
う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理を
行うＷＬＡＮ処理部１０４とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復調部
１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、位置情報
取得部１１２、起動決定部１１３、電源供給部１１４、周期決定部１１５及びＡＰ検出周
期制御部１１６は、ＷＬＡＮ処理部１０４を構成している。
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【００１２】
　切替部１０５は、アンテナ１０３から入力した受信信号を無線受信部１０６へ出力する
とともに、無線送信部１１１から入力した送信信号をアンテナ１０３へ出力する。
【００１３】
　無線受信部１０６は、切替部１０５から入力した受信信号を無線周波数からベースバン
ド周波数にダウンコンバートして復調部１０７へ出力する。
【００１４】
　復調部１０７は、電源供給部１１４から電源が供給されている場合に、無線受信部１０
６から入力した受信信号を復調してＡＰ検出部１０８へ出力する。また、復調部１０７は
、無線受信部１０６から入力した受信信号を復調して受信データとして出力する。なお、
復調部１０７は、電源供給部１１４から電源が供給されない場合には、ＡＰ検出部１０８
に対しては何も出力しない。
【００１５】
　ＡＰ検出部１０８は、ＡＰ検出周期制御部１１６にて制御される周期にて、復調部１０
７から入力した受信信号を用いてアクセスポイントの検出を試みて、アクセスポイントが
検出できた場合にアクセスポイントが検出できた旨の情報をＨＯ部１０９へ出力する。具
体的には、ＡＰ検出部１０８は、２つの方法でアクセスポイントの検出を行う。１つ目の
方法は、ＡＰ検出部１０８は、復調部１０７から入力した受信信号に含まれるアクセスポ
イントから通知されるビーコンの情報から抽出したＩＤと、あらかじめ記憶しておいたＩ
Ｄとが一致する場合に、アクセスポイントが検出できたものと判断する。２つ目の方法は
、ＡＰ検出部１０８は、復調部１０７から入力した受信信号に含まれる無線通信装置１０
０が送信した検索信号であるプローブ（Ｐｒｏｂｅ）要求を受信したアクセスポイントか
らの応答であるプローブ応答から抽出したＩＤと、あらかじめ記憶しておいたＩＤとが一
致する場合に、アクセスポイントが検出できたものと判断する。
【００１６】
　切り替え手段であるＨＯ部１０９は、ＡＰ検出部１０８からアクセスポイントが検出で
きた旨の情報が入力した場合には、ハンドオーバ制御信号を出力して、第三世代移動通信
システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信に切り替える処理であるハンドオーバす
るように制御する。
【００１７】
　変調部１１０は、電源供給部１１４から電源が供給されている場合に、送信データを変
調して送信信号を生成し、生成した送信信号を無線送信部１１１へ出力する。なお、変調
部１１０は、電源供給部１１４から電源が供給されない場合には、無線送信部１１１に対
しては何も出力しない。
【００１８】
　無線送信部１１１は、変調部１１０から入力した送信信号をベースバンド周波数から無
線周波数にアップコンバートして切替部１０５へ出力する。
【００１９】
　位置情報取得部１１２は、ＧＰＳ衛星から送信されたＧＰＳ信号を受信して自機の位置
を示すＧＰＳ情報（位置情報）を生成する。そして、位置情報取得部１１２は、生成した
ＧＰＳ情報を起動決定部１１３及び周期決定部１１５へ出力する。
【００２０】
　起動決定部１１３は、位置情報取得部１１２から入力したＧＰＳ情報に基づいて、ＷＬ
ＡＮの回路を起動するか否かを判断する。具体的には、起動決定部１１３は、位置情報取
得部１１２から入力したＧＰＳ情報が、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた場合に、電
源供給部１１４に対して、電源の供給を開始するように指示する。一方、起動決定部１１
３は、位置情報取得部１１２から入力したＧＰＳ情報が、ＷＬＡＮのエリアから所定の距
離だけ離れている場合に、電源供給部１１４に対して、電源の供給を行わないように指示
する。
【００２１】
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　電源供給部１１４は、復調部１０７及び変調部１１０に対して、起動決定部１１３の指
示に従って電源の供給の開始または停止を行う。具体的には、電源供給部１１４は、起動
決定部１１３から電源を供給するように指示された場合に、復調部１０７及び変調部１１
０に対して電源を供給し、起動決定部１１３から電源を供給しないように指示された場合
に、復調部１０７及び変調部１１０に対して電源を供給しないようにする。
【００２２】
　周期決定部１１５は、位置情報取得部１１２から入力したＧＰＳ情報に基づいて、アク
セスポイントを検出する周期を決定する。具体的には、周期決定部１１５は、位置情報取
得部１１２から入力したＧＰＳ情報が、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた場合に、Ｗ
ＬＡＮのエリアから所定距離離れている場合に比べて短い周期にすることを決定する。そ
して、周期決定部１１５は、決定した周期の情報をＡＰ検出周期制御部１１６へ出力する
。ここで、周期決定部１１５が短い周期にすることを決定する際のＧＰＳ情報の位置は、
起動決定部１１３が起動を決定した際のＧＰＳ情報の位置よりもＷＬＡＮのエリアに近い
距離に設定する。
【００２３】
　ＡＰ検出周期制御部１１６は、ＡＰ検出部１０８に対して、周期決定部１１５から入力
した周期の情報に基づいて、所定の周期にてアクセスポイントを検出するように制御する
。具体的には、ＡＰ検出周期制御部１１６は、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた場合
に、ＷＬＡＮのエリアから所定距離離れている場合に比べて短い周期にてアクセスポイン
トの検出を行うように制御する。ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいたか否かは、例えば
、あらかじめ記憶しているアクセスポイントの位置とＧＰＳ情報の位置とを比較すること
により判断することができる。
【００２４】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について、図２及び図３を用いて説明する。図２は、ハンドオーバの方法を示
すフロー図であり、図３は、アクセスポイント検出周期を示す図である。
【００２５】
　最初に、無線通信装置１００は、アンテナ１０１及び第三世代移動通信システム処理部
１０２を用いてＦＯＭＡ通話を行う（ステップＳＴ２０１）。無線通信装置１００は、Ｆ
ＯＭＡ通話中において、位置情報取得部１１２にて、ＧＰＳ情報を取得する（ステップＳ
Ｔ２０２）。
【００２６】
　次に、無線通信装置１００は、起動決定部１１３にて、ＧＰＳ情報が示す位置が、ＷＬ
ＡＮのエリアに所定距離近づいたものであるか否かを判断する（ステップＳＴ２０３）。
起動決定部１１３は、ＧＰＳ情報が示す位置が、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいたも
のである場合に、ＷＬＡＮの回路を起動することを決定する（ステップＳＴ２０４）。次
に、電源供給部１１４は、復調部１０７及び変調部１１０に対して電源を供給する。これ
により、無線通信装置１００は、アクセスポイントを検出することが可能になる。一方、
ステップＳＴ２０３において、起動決定部１１３はＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた
ものではない場合にはＷＬＡＮの回路を起動せずに、位置情報取得部１１２は引き続き所
定のタイミングでＧＰＳ情報を取得する（ステップＳＴ２０２）。
【００２７】
　次に、無線通信装置１００は、ＷＬＡＮの回路を起動した後、ＡＰ検出部１０８にて、
アクセスポイントの検出を試みる。ＡＰ検出部１０８は、図３に示すように、図１９の従
来と同じ周期Ｔ１０にてアクセスポイントの検出を試みる（ステップＳＴ２０５）。無線
通信装置１００は、アクセスポイントの検出を試みている最中も所定のタイミングでＧＰ
Ｓ情報を取得する（ステップＳＴ２０６）。そして、無線通信装置１００は、周期決定部
１１５にて、ＧＰＳ情報を取得する毎に、ＧＰＳ情報が示す位置が、ＷＬＡＮのエリアに
所定距離近づいたものであるか否かを判断する（ステップＳＴ２０７）。次に、周期決定
部１１５は、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいたものである場合に、アクセスポイント
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を検出するための周期を変更し、ＡＰ検出周期制御部１１６は、変更された周期でアクセ
スポイントの検出を試みるように制御する（ステップＳＴ２０８）。即ち、図３に示すよ
うに、周期決定部１１５は、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた時刻ｔ２０に、周期Ｔ
１０よりも短い周期の周期Ｔ３０１でアクセスポイントの検出を行うように制御する。一
方、ステップＳＴ２０７において、周期決定部１１５は、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近
づいたものではない場合には周期を変更しないので、ＡＰ検出部１０８は、周期Ｔ１０の
ままでアクセスポイントの検出を試み（ステップＳＴ２０５）、位置情報取得部１１２は
、引き続き所定のタイミングでＧＰＳ情報を取得する（ステップＳＴ２０６）。
【００２８】
　次に、無線通信装置１００は、図３に示すように、時刻ｔ２１にＷＬＡＮのエリア内に
移動する。次に、ＷＬＡＮのエリア内に移動した無線通信装置１００は、ＡＰ検出部１０
８にて、周期Ｔ３０１にてアクセスポイントの検出を試みた結果、時刻ｔ２２にアクセス
ポイントを検出する（ステップＳＴ２０９）。そして、無線通信装置１００は、ＨＯ部１
０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバするハンドオーバ制御信号を出
力して、ハンドオーバを行う（ステップＳＴ２１０）。ハンドオーバの結果、図３に示す
ように、無線通信装置１００は、時刻ｔ２３でハンドオーバする。ＷＬＡＮエリア内に移
動した時刻ｔ２１からハンドオーバする時刻ｔ２３までの時間がハンドオーバ時間である
が、無線通信装置１００は、従来のハンドオーバ時間（図１９の時刻ｔ１から時刻ｔ３ま
での時間）に比べて、ハンドオーバ時間を短くすることができる。
【００２９】
　このように、本実施の形態１によれば、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた場合に、
アクセスポイントを検出する周期を短くすることにより、ＷＬＡＮのアクセスポイントを
早期に検出することができるので、ハンドオーバ時間を短くすることができるとともに、
通話中に接続が切断されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態１によれ
ば、ＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいた場合に、ＷＬＡＮの回路を起動するので、消費
電力を節約することができる。また、本実施の形態１によれば、第三世代移動通信システ
ムを用いた通信とＷＬＡＮを用いた通信との両方が可能な場合に、通話料金の安いＷＬＡ
Ｎに早期に切り替えることができるので、通話料金を安価にすることができる。
【００３０】
　なお、本実施の形態１において、起動決定部１１３及び周期決定部１１５の両方を設け
たが、これに限らず、起動決定部１１３及び周期決定部１１５の何れか一方のみを設けて
も良い。また、本実施の形態１において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給す
ることによりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６
及び無線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
【００３１】
　（実施の形態２）
　図４は、本発明の実施の形態２に係る無線通信装置４００の構成を示すブロック図であ
る。無線通信装置４００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００３２】
　本実施の形態２に係る無線通信装置４００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図４に示すように、位置情報取得部１１２、起動決定部１１３及び
電源供給部１１４を除き、通話検出部４０２を追加する。なお、図４においては、図１と
同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【００３３】
　無線通信装置４００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を行
う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理を
行うＷＬＡＮ処理部４０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復調部
１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、周期決定
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部１１５、ＡＰ検出周期制御部１１６及び通話検出部４０２は、ＷＬＡＮ処理部４０１を
構成している。
【００３４】
　通話検出部４０１は、第三世代移動通信システム処理部１０２にて通話を開始したこと
を検出して、検出結果を周期決定部１１５へ出力する。
【００３５】
　周期決定部１１５は、通話検出部４０１から入力した通話を開始した検出結果に基づい
て、アクセスポイントを検出する周期を決定する。具体的には、周期決定部１１５は、通
話検出部４０１から通話を開始した検出結果が入力した場合に、通話検出部４０１から通
話を開始した検出結果が入力しない場合に比べて短い周期を決定する。そして、周期決定
部１１５は、決定した周期の情報をＡＰ検出周期制御部１１６へ出力する。
【００３６】
　復調部１０７は、無線受信部１０６から入力した受信信号を復調してＡＰ検出部１０８
へ出力する。また、復調部１０７は、無線受信部１０６から入力した受信信号を復調して
受信データとして出力する。
【００３７】
　変調部１１０は、送信データを変調して送信信号を生成し、生成した送信信号を無線送
信部１１１へ出力する。
【００３８】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について説明する。
【００３９】
　無線通信装置４００は、通話検出部４０２にて、通話を開始したことを検出したか否か
を監視する。そして、無線通信装置４００は、通話を開始したことを検出した場合には、
周期決定部１１５にて、アクセスポイントを検出するための周期を従来の周期Ｔ１０より
も短くすることを決定し、ＡＰ検出周期制御部１１６は周期Ｔ１０よりも短い周期でアク
セスポイントの検出を試みるように制御する。
【００４０】
　次に、無線通信装置４００は、ＷＬＡＮのエリア内に移動する。ＷＬＡＮのエリア内に
移動した無線通信装置４００は、ＡＰ検出部１０８にて、周期Ｔ１０よりも短い周期にて
アクセスポイントの検出を試みた結果、アクセスポイントを検出する。そして、無線通信
装置４００は、ＨＯ部１０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバするハ
ンドオーバ制御信号を出力して、ハンドオーバを行う。
【００４１】
　このように、本実施の形態２によれば、第三世代移動通信システムでの通話の開始を検
出した場合、即ちハンドオーバする可能性の高い第三世代移動通信システムでの通話中に
、従来よりも短い周期でアクセスポイントを検出することにより、ＷＬＡＮのアクセスポ
イントを早期に検出することができるので、ハンドオーバ時間を短くすることができると
ともに、通話中に接続が切断されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態
２によれば、第三世代移動通信システムを用いた通信とＷＬＡＮを用いた通信との両方が
可能な場合に、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に切り替えることができるので、通話料金
を安価にすることができる。
【００４２】
　（実施の形態３）
　図５は、本発明の実施の形態３に係る無線通信装置５００の構成を示すブロック図であ
る。無線通信装置５００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００４３】
　本実施の形態３に係る無線通信装置５００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図５に示すように、位置情報取得部１１２を除き、基地局情報取得
部５０６を追加する。なお、図５においては、図１と同一構成である部分には同一の符号
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を付してその説明は省略する。
【００４４】
　無線通信装置５００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を行
う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理を
行うＷＬＡＮ処理部５０２とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復調部
１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、起動決定
部１１３、電源供給部１１４、周期決定部１１５、ＡＰ検出周期制御部１１６及び基地局
情報取得部５０６は、ＷＬＡＮ処理部５０２を構成している。
【００４５】
　基地局情報取得部５０６は、第三世代移動通信システム処理部１０２から入力した復調
後の受信信号に含まれる基地局情報を取得する。そして、基地局情報取得部５０６は、取
得した基地局情報を起動決定部１１３及び周期決定部１１５へ出力する。ここで、基地局
情報とは、セルを識別するための情報である。
【００４６】
　起動決定部１１３は、基地局情報取得部５０６から入力した基地局情報に基づいて、Ｗ
ＬＡＮの回路を起動するか否かを判断する。具体的には、起動決定部１１３は、自宅の付
近等のＷＬＡＮの回路を起動したいセルの基地局情報をあらかじめ記憶しており、基地局
情報取得部５０６から入力した基地局情報が、記憶している基地局情報と一致する場合に
、電源供給部１１４に対して、電源の供給を開始するように指示する。一方、起動決定部
１１３は、基地局情報取得部５０６から入力した基地局情報が、記憶している基地局情報
と一致しない場合に、電源供給部１１４に対して、電源の供給を行わないように指示する
。
【００４７】
　周期決定部１１５は、基地局情報取得部５０６から入力した基地局情報に基づいて、ア
クセスポイントを検出する周期を決定する。具体的には、周期決定部１１５は、自宅の付
近等の周期を変更したいセルの基地局情報をあらかじめ記憶しており、基地局情報取得部
５０６から入力した基地局情報が、記憶している基地局情報と一致する場合に、基地局情
報取得部５０６から入力した基地局情報が、記憶している基地局情報と一致しない場合に
比べて短い周期にすることを決定する。そして、周期決定部１１５は、決定した周期の情
報をＡＰ検出周期制御部１１６へ出力する。ここで、周期決定部１１５が短い周期にする
ことを決定する際の基地局情報は、起動決定部１１３が起動を決定した際よりもＷＬＡＮ
のエリアに近いセルの基地局情報である。
【００４８】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について、図３及び図６を用いて説明する。図６は、ハンドオーバの方法を示
すフロー図である。
【００４９】
　最初に、無線通信装置５００は、アンテナ１０１及び第三世代移動通信システム処理部
１０２を用いてＦＯＭＡ通話を行う（ステップＳＴ６０１）。無線通信装置５００は、Ｆ
ＯＭＡ通話中において、基地局情報取得部５０６にて、基地局情報を取得する（ステップ
ＳＴ６０２）。
【００５０】
　次に、無線通信装置５００は、起動決定部１１３にて、基地局情報取得部５０６にて取
得した基地局情報とあらかじめ記憶している基地局情報とが一致するか否かを判断する（
ステップＳＴ６０３）。起動決定部１１３は、基地局情報が一致する場合に、ＷＬＡＮの
回路を起動することを決定する（ステップＳＴ６０４）。次に、電源供給部１１４は、復
調部１０７及び変調部１１０に対して電源を供給する。これにより、無線通信装置５００
は、アクセスポイントを検出することが可能になる。一方、ステップＳＴ６０３において



(10) JP 4738950 B2 2011.8.3

10

20

30

40

50

、起動決定部１１３は基地局情報が一致しない場合にはＷＬＡＮの回路を起動せずに、基
地局情報取得部５０６は引き続き所定のタイミングで基地局情報を取得する（ステップＳ
Ｔ６０２）。
【００５１】
　次に、無線通信装置５００は、ＷＬＡＮの回路を起動した後、ＡＰ検出部１０８にて、
アクセスポイントの検出を試みる。ＡＰ検出部１０８は、図３に示すように、図１９の従
来と同じ周期Ｔ１０にてアクセスポイントの検出を試みる（ステップＳＴ６０５）。無線
通信装置５００は、アクセスポイントの検出を試みている最中も所定のタイミングで基地
局情報を取得する（ステップＳＴ６０６）。そして、無線通信装置５００は、周期決定部
１１５にて、基地局情報取得部５０６にて取得した基地局情報とあらかじめ記憶している
基地局情報とが一致するか否かを判断する（ステップＳＴ６０７）。次に、周期決定部１
１５は、基地局情報取得部５０６にて取得した基地局情報とあらかじめ記憶している基地
局情報とが一致する場合に、アクセスポイントを検出するための周期を変更し、ＡＰ検出
周期制御部１１６は変更された周期でアクセスポイントの検出を試みるように制御する（
ステップＳＴ６０８）。即ち、図３に示すように、周期決定部１１５は、基地局情報が一
致した時刻ｔ２０に、周期Ｔ１０よりも短い周期の周期Ｔ３０１でアクセスポイントの検
出を行うように、周期を変更する。一方、ステップＳＴ６０７において、周期決定部１１
５は、基地局情報取得部５０６にて取得した基地局情報とあらかじめ記憶している基地局
情報とが一致しない場合には周期を変更しないので、ＡＰ検出部１０８は、周期Ｔ１０の
ままでアクセスポイントの検出を試み（ステップＳＴ６０５）、基地局情報取得部５０６
は引き続き所定のタイミングで基地局情報を取得する（ステップＳＴ６０６）。
【００５２】
　次に、無線通信装置５００は、図３に示すように、時刻ｔ２１にＷＬＡＮのエリア内に
移動する。次に、ＷＬＡＮのエリア内に移動した無線通信装置５００は、ＡＰ検出部１０
８にて、周期Ｔ３０１にてアクセスポイントの検出を試みた結果、時刻ｔ２２にアクセス
ポイントを検出する（ステップＳＴ６０９）。そして、無線通信装置５００は、ＨＯ部１
０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバするハンドオーバ制御信号を出
力して、ハンドオーバを行う（ステップＳＴ６１０）。ハンドオーバの結果、図３に示す
ように、無線通信装置５００は、時刻ｔ２３でハンドオーバする。図３に示すように、Ｗ
ＬＡＮエリア内に移動した時刻ｔ２１からハンドオーバする時刻ｔ２３までの時間がハン
ドオーバ時間であるが、無線通信装置５００は、従来のハンドオーバ時間（図１９の時刻
ｔ１から時刻ｔ３までの時間）に比べて、ハンドオーバ時間を短くすることができる。
【００５３】
　このように、本実施の形態３によれば、ＷＬＡＮのエリアの近くのセルを示す基地局情
報をあらかじめ記憶しておいて、取得した基地局情報が記憶している基地局情報と一致し
た場合に、アクセスポイントを検出する周期を短くすることにより、ＷＬＡＮのアクセス
ポイントを早期に検出することができるので、ハンドオーバ時間を短くすることができる
とともに、通話中に接続が切断されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形
態３によれば、基地局情報がＷＬＡＮのエリアに所定距離近づいたものである場合に、Ｗ
ＬＡＮの回路を起動するので、消費電力を節約することができる。また、本実施の形態３
によれば、第三世代移動通信システムを用いた通信とＷＬＡＮを用いた通信との両方が可
能な場合に、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に切り替えることができるので、通話料金を
安価にすることができる。
【００５４】
　なお、本実施の形態３において、起動決定部１１３及び周期決定部１１５の両方を設け
たが、これに限らず、起動決定部１１３及び周期決定部１１５の何れか一方のみを設けて
も良い。また、本実施の形態３において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給す
ることによりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６
及び無線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
【００５５】
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　（実施の形態４）
　図７は、本発明の実施の形態４に係る無線通信装置７００の構成を示すブロック図であ
る。無線通信装置７００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００５６】
　本実施の形態４に係る無線通信装置７００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通信
装置１００において、図７に示すように、位置情報取得部１１２を除き、受信品質測定部
７０２を追加する。なお、図７においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を
付してその説明は省略する。
【００５７】
　無線通信装置７００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う際
の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を行
う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理を
行うＷＬＡＮ処理部７０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復調部
１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、起動決定
部１１３、電源供給部１１４、周期決定部１１５、ＡＰ検出周期制御部１１６及び受信品
質測定部７０２は、ＷＬＡＮ処理部７０１を構成している。
【００５８】
　受信品質測定部７０２は、第三世代移動通信システム処理部１０２から入力した、復調
後のパイロット信号を用いて受信品質を示すＲＳＳＩ（Received Signal Strength Indic
ator）を測定する。そして、受信品質測定部７０２は、ＲＳＳＩの測定結果を起動決定部
１１３及び周期決定部１１５へ出力する。なお、受信品質はＲＳＳＩに限らず、ＳＩＲ（
Signal to Interference Ratio）等の任意のパラメータを用いることができる。
【００５９】
　起動決定部１１３は、受信品質測定部７０２から入力したＲＳＳＩの測定結果としきい
値との比較結果に基づいて、ＷＬＡＮの回路を起動するか否かを判断する。具体的には、
起動決定部１１３は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値未満である場合、即ち受信品質が劣化
している場合に、電源供給部１１４に対して、電源の供給を開始するように指示する。一
方、起動決定部１１３は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値以上である場合、即ち受信品質が
良好である場合に、電源供給部１１４に対して、電源の供給を行わないように指示する。
【００６０】
　周期決定部１１５は、受信品質測定部７０２から入力したＲＳＳＩの測定結果としきい
値との比較結果に基づいて、アクセスポイントを検出する周期を決定する。具体的には、
周期決定部１１５は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値未満である場合、即ち受信品質が劣化
している場合に、ＲＳＳＩの測定値がしきい値以上である場合、即ち受信品質が良好であ
る場合に比べて短い周期を決定する。そして、周期決定部１１５は、決定した周期の情報
をＡＰ検出周期制御部１１６へ出力する。ここで、周期決定部１１５が短い周期にするこ
とを決定する際のＲＳＳＩの測定結果は、起動決定部１１３が起動を決定する際のＲＳＳ
Ｉの測定結果よりも劣悪な受信品質を示す。
【００６１】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について、図８及び図３を用いて説明する。図８は、ハンドオーバの方法を示
すフロー図である。
【００６２】
　最初に、無線通信装置７００は、アンテナ１０１及び第三世代移動通信システム処理部
１０２を用いてＦＯＭＡ通話を行う（ステップＳＴ８０１）。無線通信装置７００は、Ｆ
ＯＭＡ通話中において、受信品質測定部７０２にて、ＲＳＳＩを測定する（ステップＳＴ
８０２）。
【００６３】
　次に、無線通信装置７００は、起動決定部１１３にて、ＲＳＳＩの測定値がしきい値未
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満であるか否かを判断する（ステップＳＴ８０３）。起動決定部１１３は、ＲＳＳＩの測
定値がしきい値未満である場合には、ＷＬＡＮの回路を起動する（ステップＳＴ８０４）
。次に、電源供給部１１４は、復調部１０７及び変調部１１０に対して電源を供給する。
これにより、無線通信装置７００は、ＷＬＡＮを用いて通信を開始するために起動する。
一方、ステップＳＴ８０３において、起動決定部１１３は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値
未満ではない場合には、ＷＬＡＮの回路を起動せずに、受信品質測定部７０２は引き続き
ＲＳＳＩを測定し（ステップＳＴ８０２）、ＲＳＳＩを測定する毎に、起動決定部１１３
は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値未満であるか否かを判断する（ステップＳＴ８０３）。
【００６４】
　次に、無線通信装置７００は、ＡＰ検出部１０８にて、アクセスポイントの検出を試み
る。ＡＰ検出部１０８は、図３に示すように、図１９の従来と同じ周期Ｔ１０にてアクセ
スポイントの検出を試みる（ステップＳＴ８０５）。無線通信装置７００は、アクセスポ
イントの検出を試みている最中も所定のタイミングでＲＳＳＩの測定を行う（ステップＳ
Ｔ８０６）。そして、無線通信装置７００は、周期決定部１１５にて、ＲＳＳＩを測定す
る毎に、ＲＳＳＩの測定値としきい値との比較を行う（ステップＳＴ８０７）。次に、周
期決定部１１５は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値未満である場合に、アクセスポイントを
検出するための周期を変更し、ＡＰ検出周期制御部１１６は、変更された周期でアクセス
ポイントの検出を試みるように制御する（ステップＳＴ８０８）。即ち、図３に示すよう
に、周期決定部１１５は、ＲＳＳＩの測定値がしきい値未満になった時刻ｔ２０に、周期
Ｔ１０よりも短い周期の周期Ｔ３０１でアクセスポイントの検出を行うように、周期を変
更する。一方、ステップＳＴ８０７において、周期決定部１１５は、ＲＳＳＩの測定値が
しきい値未満ではない場合には周期を変更しないので、ＡＰ検出部１０８は、周期Ｔ１０
のままでアクセスポイントの検出を試みる（ステップＳＴ８０５）。周期Ｔ１０でアクセ
スポイントの検出を試みている最中も、受信品質測定部７０２は、引き続きＲＳＳＩの測
定を行い（ステップＳＴ８０６）、周期決定部１１５は、ＲＳＳＩを測定する毎に、ＲＳ
ＳＩの測定値としきい値との比較を行う（ステップＳＴ８０７）。
【００６５】
　次に、無線通信装置７００は、図３に示すように、時刻ｔ２１にＷＬＡＮのエリア内に
移動する。次に、ＷＬＡＮのエリア内に移動した無線通信装置７００は、ＡＰ検出部１０
８にて、周期Ｔ３０１にてアクセスポイントの検出を試みた結果、時刻ｔ２２にアクセス
ポイントを検出する（ステップＳＴ８０９）。そして、無線通信装置７００は、ＨＯ部１
０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバするハンドオーバ制御信号を出
力して、ハンドオーバを行う（ステップＳＴ８１０）。ハンドオーバの結果、図３に示す
ように、無線通信装置７００は、時刻ｔ２３でハンドオーバする。図３に示すように、Ｗ
ＬＡＮエリア内に移動した時刻ｔ２１からハンドオーバする時刻ｔ２３までの時間がハン
ドオーバ時間であるが、無線通信装置７００は、従来のハンドオーバ時間（図１９の時刻
ｔ１から時刻ｔ３までの時間）に比べて、ハンドオーバ時間を短くすることができる。
【００６６】
　図７及び図８では、１つのしきい値とＲＳＳＩの測定結果とを比較する場合について説
明したが、これに限らず、複数のしきい値とＲＳＳＩの測定結果との各々の比較結果に基
づいて周期を変更しても良い。図９は、複数のしきい値とＲＳＳＩの測定結果との各々の
比較結果に基づいて周期を変更する場合における、しきい値と周期との関係を示す図であ
る。図９より、例えば、ＲＳＳＩしきい値（Ａ）からＲＳＳＩしきい値（Ｄ）になるにつ
れてしきい値が低くなる場合には、周期Ｔ（Ａ）から周期Ｔ（Ｄ）になるにつれて周期が
短くなるように設定する。即ち、受信品質が劣化するほど周期が短くなるように設定する
。周期決定部１１５は、図９に示すような、しきい値と周期とを関係付けた周期変更用情
報を記憶し、受信品質測定部７０２から入力するＲＳＳＩの測定結果を用いて周期変更用
情報を参照することにより周期を選択する。
【００６７】
　このように、本実施の形態４によれば、第三世代移動通信システムを用いた通話中に、
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例えば地上からＷＬＡＮしか使えない地下に移動することにより、第三世代移動通信シス
テムを用いた通話における受信品質が劣化してきた場合に、アクセスポイントを検出する
周期を短くすることにより、ＷＬＡＮのアクセスポイントを早期に検出することができる
ので、ハンドオーバ時間を短くすることができるとともに、通話中に接続が切断されてし
まうことを防ぐことができる。また、本実施の形態４によれば、第三世代移動通信システ
ムを用いた通話中に第三世代移動通信システムを用いた通話における受信品質が劣化して
きた場合に、ＷＬＡＮの回路を起動するので、消費電力を節約することができる。また、
本実施の形態４によれば、第三世代移動通信システムを用いた通信とＷＬＡＮを用いた通
信との両方が可能な場合に、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に切り替えることができるの
で、通話料金を安価にすることができる。
【００６８】
　なお、本実施の形態４において、起動決定部１１３及び周期決定部１１５の両方を設け
たが、これに限らず、起動決定部１１３及び周期決定部１１５の何れか一方のみを設けて
も良い。また、本実施の形態４において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給す
ることによりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６
及び無線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
【００６９】
　（実施の形態５）
　図１０は、本発明の実施の形態５に係る無線通信装置１０００の構成を示すブロック図
である。無線通信装置１０００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００７０】
　本実施の形態５に係る無線通信装置１０００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１０に示すように、位置情報取得部１１２、起動決定部１１３
及び電源供給部１１４を除き、非接触ＩＣカード部１００２を追加する。なお、図１０に
おいては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【００７１】
　無線通信装置１０００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１００１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、周期
決定部１１５、ＡＰ検出周期制御部１１６及び非接触ＩＣカード部１００２は、ＷＬＡＮ
処理部１００１を構成している。
【００７２】
　非接触ＩＣカード部１００２は、駅の自動改札装置等に備え付けられている非接触ＩＣ
カード読み取り装置１００３との通信の開始を検出し、通信の開始を検出した場合に、通
信を開始した旨の情報を周期決定部１１５へ出力する。例えば、非接触ＩＣカード部１０
０２は、非接触ＩＣカード読み取り装置１００３に接近することにより、通信の開始の検
出として、非接触ＩＣカード読み取り装置１００３から発生する磁界を検出する。そして
、非接触ＩＣカード部１００２は、磁界を検出した旨の情報を周期決定部１１５へ出力す
る。また、非接触ＩＣカード部１００２は、磁界を検出した場合に、ＩＣカードに書き込
まれている金額等の情報を更新する。なお、非接触ＩＣカード部１００２に書き込まれる
情報は、金額に限らず、任意の情報にすることができる。
【００７３】
　周期決定部１１５は、非接触ＩＣカード部１００２から入力した通信を開始した旨の情
報に基づいて、アクセスポイントを検出する周期を決定する。具体的には、周期決定部１
１５は、通信を開始した旨の情報が入力した場合に、通信を開始した旨の情報が入力しな
い場合に比べて短い周期を決定する。そして、周期決定部１１５は、決定した周期の情報
をＡＰ検出周期制御部１１６へ出力する。
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【００７４】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について説明する。
【００７５】
　無線通信装置１０００は、非接触ＩＣカード部１００２にて、非接触ＩＣカード読み取
り装置１００３との通信の開始を監視する。そして、無線通信装置１０００は、通信の開
始を検出した場合には、周期決定部１１５にて、アクセスポイントを検出するための周期
を従来の周期Ｔ１０よりも短くすることを決定し、ＡＰ検出周期制御部１１６は、周期Ｔ
１０よりも短い周期でアクセスポイントの検出を試みるように制御する。
【００７６】
　次に、無線通信装置１０００は、ＷＬＡＮのエリア内に移動する。ＷＬＡＮのエリア内
に移動した無線通信装置１０００は、ＡＰ検出部１０８にて、周期Ｔ１０よりも短い周期
にてアクセスポイントの検出を試みた結果、アクセスポイントを検出する。そして、無線
通信装置１０００は、ＨＯ部１０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバ
するハンドオーバ制御信号を出力して、ハンドオーバを行う。
【００７７】
　このように、本実施の形態５によれば、非接触ＩＣカード読み取り装置との通信の開始
を検出した場合、例えば帰宅時に自宅の最寄り駅の改札を通過した際に、従来よりも短い
周期でアクセスポイントを検出することにより、ＷＬＡＮのアクセスポイントを早期に検
出することができるので、例えば自宅でＷＬＡＮを使用する際のハンドオーバ時間を短く
することができる。また、本実施の形態５によれば、非接触ＩＣカード読み取り装置との
通信の開始を検出した場合、例えば駅の改札を通ってＷＬＡＮしか使用できない地下の駅
構内に移動する場合に、従来よりも短い周期でアクセスポイントを検出するので、通話中
に接続が切断されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態５によれば、外
出先から帰宅する際に、自宅の最寄り駅の改札を通った時点で従来よりも短い周期でアク
セスポイントを検出することにより、ＷＬＡＮのアクセスポイントを早期に検出すること
ができるので、自宅でＷＬＡＮを使用できる場合に、安価な通話料金のＷＬＡＮに早期に
切り替えることができ、ユーザの料金負担を軽減することができる。
【００７８】
　（実施の形態６）
　図１１は、本発明の実施の形態６に係る無線通信装置１１００の構成を示すブロック図
である。無線通信装置１１００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００７９】
　本実施の形態６に係る無線通信装置１１００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１１に示すように、位置情報取得部１１２、起動決定部１１３
及び電源供給部１１４を除き、アンテナ１１０２及びブルートゥース（登録商標）無線部
１１０３を追加する。なお、図１１においては、図１と同一構成である部分には同一の符
号を付してその説明は省略する。
【００８０】
　無線通信装置１１００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１１０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、周期
決定部１１５、ＡＰ検出周期制御部１１６、アンテナ１１０２及びブルートゥース無線部
１１０３は、ＷＬＡＮ処理部１１０１を構成している。
【００８１】
　アンテナ１１０２は、受信したブルートゥース通信方式の信号をブルートゥース無線部
１１０３へ出力し、ブルートゥース無線部１１０３から入力したブルートゥース通信方式
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の信号を送信する。
【００８２】
　ブルートゥース無線部１１０３は、アンテナ１１０２から入力した信号及びアンテナ１
１０２から送信する信号に対してブルートゥース通信方式の信号処理を行う。また、ブル
ートゥース無線部１１０３は、アンテナ１１０２からブルートゥース通信方式の信号が入
力した場合に、ブルートゥースによる通信を行う旨の情報を周期決定部１１５へ出力する
。
【００８３】
　周期決定部１１５は、ブルートゥースにより通信を行うことを検出した場合に、ブルー
トゥースにより通信を行うことを検出しない場合に比べて短い周期を決定する。即ち、周
期決定部１１５は、ブルートゥース無線部１１０３からブルートゥースによる通信を行う
旨の情報が入力した場合に、ブルートゥースによる通信を行う旨の情報が入力しない場合
に比べて短い周期を決定する。そして、周期決定部１１５は、決定した周期の情報をＡＰ
検出周期制御部１１６へ出力する。
【００８４】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について説明する。
【００８５】
　無線通信装置１１００は、ブルートゥース無線部１１０３にて、ブルートゥース通信方
式の信号処理を行うか否かを監視する。そして、無線通信装置１１００は、ブルートゥー
ス通信方式の信号処理を行うことを検出した場合には、周期決定部１１５にて、アクセス
ポイントを検出するための周期を従来の周期Ｔ１０よりも短くすることを決定し、ＡＰ検
出周期制御部１１６は周期Ｔ１０よりも短い周期でアクセスポイントの検出を試みるよう
に制御する。
【００８６】
　次に、無線通信装置１１００は、ＷＬＡＮのエリア内に移動する。ＷＬＡＮのエリア内
に移動した無線通信装置１１００は、ＡＰ検出部１０８にて、周期Ｔ１０よりも短い周期
にてアクセスポイントの検出を試みた結果、アクセスポイントを検出する。そして、無線
通信装置１１００は、ＨＯ部１０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバ
するハンドオーバ制御信号を出力して、ハンドオーバを行う。
【００８７】
　因みに、ブルートゥースによる通信を行う場合とは、例えば、車で無線通信装置１１０
０をハンズフリーとして使用する場合である。車で使用する場合には、車の速度が速く、
アクセスポイントを早急に検索する必要があるので、アクセスポイントの検索周期を短く
する必要があるからである。
【００８８】
　このように、本実施の形態６によれば、ブルートゥース通信方式での通信の開始を検出
した場合に、従来よりも短い周期でアクセスポイントを検出することにより、ＷＬＡＮの
アクセスポイントを早期に検出することができるので、例えば、車の運転中におけるブル
ートゥースを使用したハンズフリー通話中において、ハンドオーバ時間を短くすることが
できるとともに、通話中に接続が切断されてしまうことを防ぐことができる。また、本実
施の形態６によれば、第三世代移動通信システムを用いた通信とＷＬＡＮを用いた通信と
の両方が可能な場合に、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に切り替えることができるので、
通話料金を安価にすることができる。
【００８９】
　（実施の形態７）
　図１２は、本発明の実施の形態７に係る無線通信装置１２００の構成を示すブロック図
である。無線通信装置１２００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【００９０】
　本実施の形態７に係る無線通信装置１２００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
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信装置１００において、図１２に示すように、位置情報取得部１１２、起動決定部１１３
及び電源供給部１１４を除き、開状態検出部１２０２を追加する。なお、図１２において
は、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【００９１】
　無線通信装置１２００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１２０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、周期
決定部１１５、ＡＰ検出周期制御部１１６及び開状態検出部１２０２は、ＷＬＡＮ処理部
１２０１を構成している。
【００９２】
　開状態検出部１２０２は、無線通信装置１２００の筐体が折り畳まれた状態から開いた
状態に移行することを検出する。そして、開状態検出部１２０２は、開いた状態を検出し
た場合に、筐体が開いた状態である旨の情報を周期決定部１１５へ出力する。
【００９３】
　周期決定部１１５は、開状態検出部１２０２から入力した筐体が開いた状態である旨の
情報に基づいて、アクセスポイントを検出する周期を決定する。具体的には、周期決定部
１１５は、筐体が開いた状態である旨の情報が入力した場合に、筐体が開いた状態である
旨の情報が入力しない場合に比べて短い周期を決定する。そして、周期決定部１１５は、
決定した周期の情報をＡＰ検出周期制御部１１６へ出力する。
【００９４】
　次に、第三世代移動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信へハンドオー
バする方法について説明する。
【００９５】
　無線通信装置１２００は、開状態検出部１２０２にて、筐体が折り畳んだ状態であるか
または開いた状態であるかを監視する。そして、無線通信装置１２００は、筐体が開いた
状態であることを検出した場合には、周期決定部１１５にて、アクセスポイントを検出す
るための周期を従来の周期Ｔ１０よりも短くすることを決定し、ＡＰ検出周期制御部１１
６は周期Ｔ１０よりも短い周期でアクセスポイントの検出を試みるように制御する。
【００９６】
　次に、無線通信装置１２００は、ＷＬＡＮのエリア内に移動する。ＷＬＡＮのエリア内
に移動した無線通信装置１２００は、ＡＰ検出部１０８にて、周期Ｔ１０よりも短い周期
にてアクセスポイントの検出を試みた結果、アクセスポイントを検出する。そして、無線
通信装置１２００は、ＨＯ部１０９より、ＦＯＭＡ通話からＷＬＡＮ通話へハンドオーバ
するハンドオーバ制御信号を出力して、ハンドオーバを行う。
【００９７】
　図１３及び図１４は、無線通信装置１２００の筐体を示す図である。無線通信装置１２
００は、通話する際には図１３に示すように筐体を開いた状態にし、通話しない場合には
図１４に示すように筐体を折り畳んだ状態にする。従って、筐体を開いた状態にする場合
は、無線通信装置１２００が通話中であるかまたは通話を開始する状態である。
【００９８】
　無線通信装置１２００は、上ケース１３０１と下ケース１３０２とがヒンジによって互
いに回転自在に一体に形成されている。開状態検出部１２０２は、下ケース１３０２の操
作面１３０３から突出しているとともに操作面１３０３に対して出没自在に下ケース１３
０２に取り付けられている。無線通信装置１２００が折り畳まれた状態から開かれた状態
になることにより、開状態検出部１２０２が、上ケース１３０１によって押されて操作面
１３０３内に位置する状態から操作面１３０３から突出する状態になり、筐体の開いた状
態を検出することができる。
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【００９９】
　このように、本実施の形態７によれば、筐体が開いた状態を検出した場合、即ちハンド
オーバする可能性の高い第三世代移動通信システムで通話を開始する場合に、従来よりも
短い周期でアクセスポイントを検出することにより、ＷＬＡＮのアクセスポイントを早期
に検出することができるので、ハンドオーバ時間を短くすることができるとともに、通話
中に接続が切断されてしまうことを防ぐことができる。また、本実施の形態７によれば、
第三世代移動通信システムを用いた通信とＷＬＡＮを用いた通信との両方が可能な場合に
、通話料金の安いＷＬＡＮに早期に切り替えることができるので、通話料金を安価にする
ことができる。
【０１００】
　（実施の形態８）
　図１５は、本発明の実施の形態８に係る無線通信装置１５００の構成を示すブロック図
である。無線通信装置１５００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【０１０１】
　本実施の形態８に係る無線通信装置１５００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１５に示すように、位置情報取得部１１２、周期決定部１１５
及びＡＰ検出周期制御部１１６を除き、通話検出部１５０２を追加する。なお、図１５に
おいては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【０１０２】
　無線通信装置１５００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１５０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、起動
決定部１１３、電源供給部１１４及び通話検出部１５０２は、ＷＬＡＮ処理部１５０１を
構成している。
【０１０３】
　通話検出部１５０２は、第三世代移動通信システム処理部１０２にて通話を開始したこ
とを検出して、検出結果を起動決定部１１３へ出力する。
【０１０４】
　起動決定部１１３は、通話検出部１５０２から入力した検出結果に基づいて、ＷＬＡＮ
の回路を起動するか否かを判断する。具体的には、起動決定部１１３は、通話検出部１５
０２から通話を開始した検出結果が入力した場合に、電源供給部１１４に対して、電源の
供給を開始するように指示する。一方、起動決定部１１３は、通話検出部１５０２から通
話を開始した検出結果が入力しない場合には、電源供給部１１４に対して、電源の供給を
行わないように指示する。
【０１０５】
　ＡＰ検出部１０８は、所定の周期にて、復調部１０７から入力した受信信号を用いてア
クセスポイントの検出を試みて、アクセスポイントが検出できた場合にアクセスポイント
が検出できた旨の情報をＨＯ部１０９へ出力する。アクセスポイントを検出する具体的な
方法は上記実施の形態１と同一であるので、その説明は省略する。
【０１０６】
　このように、本実施の形態８によれば、第三世代移動通信システムの通話開始後にＷＬ
ＡＮの回路を起動するので、消費電力を節約することができる。
【０１０７】
　なお、本実施の形態８において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給すること
によりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６及び無
線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
【０１０８】
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　（実施の形態９）
　図１６は、本発明の実施の形態９に係る無線通信装置１６００の構成を示すブロック図
である。無線通信装置１６００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【０１０９】
　本実施の形態９に係る無線通信装置１６００は、図１に示す実施の形態１に係る無線通
信装置１００において、図１６に示すように、位置情報取得部１１２、周期決定部１１５
及びＡＰ検出周期制御部１１６を除き、非接触ＩＣカード部１６０２を追加する。なお、
図１６においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略す
る。
【０１１０】
　無線通信装置１６００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１６０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、起動
決定部１１３、電源供給部１１４及び非接触ＩＣカード部１６０２は、ＷＬＡＮ処理部１
６０１を構成している。
【０１１１】
　非接触ＩＣカード部１６０２は、駅の自動改札装置等に備え付けられている非接触ＩＣ
カード読み取り装置１６０３との通信の開始を検出し、通信の開始を検出した場合に、通
信を開始した旨の情報を起動決定部１１３へ出力する。例えば、非接触ＩＣカード部１６
０２は、非接触ＩＣカード読み取り装置１６０３に接近することにより、通信の開始の検
出として、非接触ＩＣカード読み取り装置１６０３から発生する磁界を検出する。そして
、非接触ＩＣカード部１６０２は、通信を開始した旨の情報を起動決定部１１３へ出力す
る。また、非接触ＩＣカード部１６０２は、通信の開始を検出した場合に、ＩＣカードに
書き込まれている金額等の情報を更新する。なお、非接触ＩＣカード部１６０２に書き込
まれる情報は、金額に限らず、任意の情報にすることができる。
【０１１２】
　起動決定部１１３は、非接触ＩＣカード部１６０２から非接触ＩＣカード読み取り装置
１６０３との通信を開始した旨の情報に基づいて、ＷＬＡＮの回路を起動するか否かを判
断する。具体的には、起動決定部１１３は、通信の開始を検出した旨の情報が入力した場
合に、電源供給部１１４に対して、電源の供給を開始するように指示する。一方、起動決
定部１１３は、通信の開始を検出した旨の情報が入力しない場合には、電源供給部１１４
に対して、電源の供給を行わないように指示する。
【０１１３】
　ＡＰ検出部１０８は、所定の周期にて、復調部１０７から入力した受信信号を用いてア
クセスポイントの検出を試みて、アクセスポイントが検出できた場合にアクセスポイント
が検出できた旨の情報をＨＯ部１０９へ出力する。アクセスポイントを検出する具体的な
方法は上記実施の形態１と同一であるので、その説明は省略する。
【０１１４】
　このように、本実施の形態９によれば、非接触ＩＣカード読み取り装置との通信の開始
を検出した場合にＷＬＡＮの回路を起動するので、消費電力を節約することができる。
【０１１５】
　なお、本実施の形態９において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給すること
によりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６及び無
線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
【０１１６】
　（実施の形態１０）
　図１７は、本発明の実施の形態１０に係る無線通信装置１７００の構成を示すブロック
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図である。無線通信装置１７００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【０１１７】
　本実施の形態１０に係る無線通信装置１７００は、図１に示す実施の形態１に係る無線
通信装置１００において、図１７に示すように、位置情報取得部１１２、周期決定部１１
５及びＡＰ検出周期制御部１１６を除き、アンテナ１７０２及びブルートゥース無線部１
７０３を追加する。なお、図１７においては、図１と同一構成である部分には同一の符号
を付してその説明は省略する。
【０１１８】
　無線通信装置１７００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１７０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、起動
決定部１１３、電源供給部１１４、アンテナ１７０２及びブルートゥース無線部１７０３
は、ＷＬＡＮ処理部１７０１を構成している。
【０１１９】
　アンテナ１７０２は、受信したブルートゥース通信方式の信号をブルートゥース無線部
１７０３へ出力し、ブルートゥース無線部１７０３から入力したブルートゥース通信方式
の信号を送信する。
【０１２０】
　ブルートゥース無線部１７０３は、アンテナ１７０２から入力した信号及びアンテナ１
７０２へ出力する信号に対してブルートゥース通信方式の信号処理を行う。また、ブルー
トゥース無線部１７０３は、アンテナ１７０２からブルートゥース通信方式の信号が入力
した場合に、ブルートゥースにより通信を行う旨の情報を起動決定部１１３へ出力する。
【０１２１】
　起動決定部１１３は、ブルートゥースにより通信することを検出した場合に、起動する
ことを決定する。即ち、起動決定部１１３は、ブルートゥース無線部１７０３からブルー
トゥースにより通信を行う旨の情報が入力した場合に、電源供給部１１４に対して、電源
の供給を開始するように指示する。一方、起動決定部１１３は、ブルートゥースにより通
信を行う旨の情報が入力しない場合には、電源供給部１１４に対して、電源の供給を行わ
ないように指示する。
【０１２２】
　ＡＰ検出部１０８は、所定の周期にて、復調部１０７から入力した受信信号を用いてア
クセスポイントの検出を試みて、アクセスポイントが検出できた場合にアクセスポイント
が検出できた旨の情報をＨＯ部１０９へ出力する。アクセスポイントを検出する具体的な
方法は上記実施の形態１と同一であるので、その説明は省略する。
【０１２３】
　因みに、ブルートゥースによる通信を行う場合とは、例えば、車で無線通信装置１７０
０をハンズフリーとして使用する場合である。車で使用する場合には、車の速度が速く、
アクセスポイントを早急に検索する必要があるので、アクセスポイントの検索周期を短く
する必要があるからである。
【０１２４】
　このように、本実施の形態１０によれば、ブルートゥース通信方式での通信の開始を検
出した場合、例えば、車の運転中におけるブルートゥースを使用したハンズフリー通話を
行う際にＷＬＡＮを起動するので、消費電力を節約することができる。
【０１２５】
　なお、本実施の形態１０において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給するこ
とによりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６及び
無線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
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【０１２６】
　（実施の形態１１）
　図１８は、本発明の実施の形態１１に係る無線通信装置１８００の構成を示すブロック
図である。無線通信装置１８００は、例えば携帯電話等の通信端末装置である。
【０１２７】
　本実施の形態１１に係る無線通信装置１８００は、図１に示す実施の形態１に係る無線
通信装置１００において、図１８に示すように、位置情報取得部１１２、周期決定部１１
５及びＡＰ検出周期制御部１１６を除き、開状態検出部１８０２を追加する。なお、図１
８においては、図１と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。
【０１２８】
　無線通信装置１８００は、ＦＯＭＡ等の第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号を送受信するアンテナ１０１と、第三世代移動通信システムを用いて通信を行う
際の信号処理を行う第三世代移動通信システム処理部１０２と、ＷＬＡＮを用いて通信を
行う際の信号を送受信するアンテナ１０３と、ＷＬＡＮを用いて通信を行う際の信号処理
を行うＷＬＡＮ処理部１８０１とを有する。また、切替部１０５、無線受信部１０６、復
調部１０７、ＡＰ検出部１０８、ＨＯ部１０９、変調部１１０、無線送信部１１１、起動
決定部１１３、電源供給部１１４、及び開状態検出部１８０２は、ＷＬＡＮ処理部１８０
１を構成している。
【０１２９】
　開状態検出部１８０２は、無線通信装置１７００の筐体が折り畳まれた状態から開いた
状態に移行することを検出する。そして、開状態検出部１８０２は、開いた状態を検出し
た場合に、筐体が開いた状態である旨の情報を起動決定部１１３へ出力する。
【０１３０】
　起動決定部１１３は、開状態検出部１２０２から入力した筐体が開いた状態である旨の
情報に基づいて、ＷＬＡＮの回路を起動するか否かを判断する。具体的には、起動決定部
１１３は、筐体が開いた状態である旨の情報が入力した場合に、電源供給部１１４に対し
て、電源の供給を開始するように指示する。一方、起動決定部１１３は、筐体が折り畳ま
れた状態である旨の情報が入力した場合には、電源供給部１１４に対して、電源の供給を
行わないように指示する。なお、無線通信装置１７００の筐体は、図１２及び図１３と同
一であるので、その説明は省略する。
【０１３１】
　ＡＰ検出部１０８は、所定の周期にて、復調部１０７から入力した受信信号を用いてア
クセスポイントの検出を試みて、アクセスポイントが検出できた場合にアクセスポイント
が検出できた旨の情報をＨＯ部１０９へ出力する。アクセスポイントを検出する具体的な
方法は上記実施の形態１と同一であるので、その説明は省略する。
【０１３２】
　このように、本実施の形態１１によれば、筐体が開いた状態を検出した場合にＷＬＡＮ
を起動するので、消費電力を節約することができる。
【０１３３】
　なお、本実施の形態１１において、復調部１０７及び変調部１１０に電源を供給するこ
とによりＷＬＡＮの回路を起動するようにしたが、これに限らず、無線受信部１０６及び
無線送信部１１１等に電源を供給してＷＬＡＮの回路を起動するようにしても良い。
【０１３４】
　上記実施の形態１～実施の形態１１において、第三世代移動通信システムはＷＣＤＭＡ
に限らず、第三世代移動通信システムの任意の方式を用いることができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３５】
　本発明にかかる無線通信装置及びハンドオーバ方法は、特にＷＣＤＭＡ等の第三世代移
動通信システムを用いた通信からＷＬＡＮを用いた通信にハンドオーバするのに好適であ
る。
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【図面の簡単な説明】
【０１３６】
【図１】本発明の実施の形態１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図２】本発明の実施の形態１に係るハンドオーバの方法を示すフロー図
【図３】本発明の実施の形態１に係るアクセスポイントの検出周期を示す図
【図４】本発明の実施の形態２に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図５】本発明の実施の形態３に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図６】本発明の実施の形態３に係るハンドオーバの方法を示すフロー図
【図７】本発明の実施の形態４に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図８】本発明の実施の形態４に係るハンドオーバ方法を示すフロー図
【図９】本発明の実施の形態４に係るＲＳＳＩしきい値と周期との関係を示す図
【図１０】本発明の実施の形態５に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１１】本発明の実施の形態６に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１２】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１３】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の筐体を示す図
【図１４】本発明の実施の形態７に係る無線通信装置の筐体を示す図
【図１５】本発明の実施の形態８に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１６】本発明の実施の形態９に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１７】本発明の実施の形態１０に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１８】本発明の実施の形態１１に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図１９】従来のアクセスポイントの検出周期を示す図
【符号の説明】
【０１３７】
　１００　無線通信装置
　１０２　第三世代移動通信システム処理部
　１０７　復調部
　１０８　ＡＰ検出部
　１０９　ＨＯ部
　１１０　変調部
　１１２　位置情報取得部
　１１３　起動決定部
　１１４　電源供給部
　１１５　周期決定部
　１１６　ＡＰ検出周期制御部
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